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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の傷病手当金について 

新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる国民健康保険の加入者で、仕事を
欠勤することにより給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に
傷病手当金を支給します。 

■対象者（下記の全ての条件を満たす方） 

芦屋市国民健康保険に加入されている被用者（※）の方  

新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養の
ために就労することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができな
い方  

（※）被用者とは事業主等に雇われている人をいいます。 

■支給対象となる日数 

就労ができなくなった日から起算して 4日目以降の就労ができない日数 

期間は令和 2年 1月 1日から 12月 31日までの間（ただし、入院が継続する場合等は最
長1年 6月まで） 

■支給額 

1 日当たりの平均給与収入額（※） × ２／３ × 支給対象となる日数 

＝ 傷病手当金の支給総額 
（※）1日当たりの平均給与収入額＝直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した 3か月間の就労日数 

■申請に必要なもの 

1. 傷病手当金支給申請書（世帯主記入用）  
2. 傷病手当金支給申請書（被保険者記入用）  
3. 傷病手当金支給申請書（事業主記入用）  
4. 傷病手当金支給申請書（医療機関記入用）  
5. 国民健康保険被保険者証 
6. 来庁者の本人確認書類（運転免許証等） 
7. 印鑑 
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